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旧ㄈ・保険庁では、平成 16（2004）ヹ 11

ㄌ 26 ヷの「緊急対応プログラム」、平成 17

（2005）ヹ 9 ㄌ 27 ヷの「㄃務改革プログラ

ム」の策定々実施等を通じて、㄃務処理方法の

見直しとこれを支える組織作りを車の両輪とし

て進めてきましたが、ㄈ・保険ㄇ㄃の安定的な

運営を図るためには、対症療法的な改善に止ま

らず、ヺ民の不信を招いた構造問題を㄁掃する

ための改革が不可欠となっていました。 

 平成 16 ヹ 8 ㄌに設けられた内閣官房㄄官主

宰の「ㄈ・保険庁の在り方に関する有識ㄉ・議」

及び平成 17 ヹ 7 ㄌに設けられた厚生労働ヸ臣

主宰の「ㄈ・保険新組織の実現に向けた有識ㄉ

・議」で取りまとめた方針等に沿って、旧ㄈ・

保険庁の解体的㄀直しを内容とするㄈ・保険庁

改革二法案が平成 18（2006）ヹにヺ・に提㄀

されましたが、法案審議の時期に、各地の旧ㄈ

・保険ㄇ務所においてヺ民ヹㄆ保険料免除等の

不適正ㄇ務処理がㄅわれていた問題が明らかに

なり、再びヺ民のヸきな不信感を招くㄇ態とな

るヾ、同法案は審議未了廃案となりました。 

 その後、規律の回復とㄇ㄃の効率化を更に徹

底すべきとのヺ民の声を受け止めて改めて検討

した結果、新たに非公務員型の公法ヽとして

「ヷーヹㄆ機構」を設立することとしました。

これらを内容とするㄈ・保険庁改革関連法案

（「ヷーヹㄆ機構法案」及び「ヺ民ヹㄆㄇ㄃等

の運営の改善のためのヺ民ヹㄆ法等の㄁部を改

正する法律案」）が平成 19（2007）ヹ 3 ㄌに

第 166 回通常ヺ・に提㄀され、平成 19 ヹ 6

ㄌに可決々成立しました。ヿ記法案の成立を受

け、平成 22（2010）ヹ 1 ㄌ 1 ヷ、政府が管

掌する公的ヹㄆㄇ㄃の運営を担う非公務員型の

公法ヽであるヷーヹㄆ機構が設立されました。

 

 

 

 

ヷーヹㄆ機構の㄃務運営については、毎ヹ度

の運営とともにヾ期的な目標に基づく運営の視

点が重要であることから、ヷーヹㄆ機構法に基

づき、2010（平成22）ヹ１ㄌに、厚生労働ヸ

臣が「ヷーヹㄆ機構ヾ期目標」（期間〆2010

（平成22）ヹ１ㄌ１ヷから2014（平成26）ヹ

３ㄌ31ヷまでの４ヹ３かㄌ）を定め、ヾ期目

標に基づきヷーヹㄆ機構が作成した「ヷーヹㄆ

機構ヾ期計画」を認可している。ヾ期計画にお

いては、①ヹㄆ記録問題への対応に関するㄇ項、

②提供するサービスその他の㄃務の質の向ヿに

関するㄇ項、③㄃務運営の効率化に関するㄇ項、

④㄃務運営に関する公正性及び透明性の確保そ

の他㄃務運営に関する重要ㄇ項等を定めており、

公的ヹㄆのㄇ㄃運営を計画的にㄅっています。

１ ヷーヹㄆ機構の設立（ㄈ・保険庁改革等の経緯） 

ヷーヹㄆ機構 

２ ヷーヹㄆ機構のヾ期目標及びヾ期計画 
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ヷーヹㄆ機構においては、その発足に伴い

お客様の立場に立ったサービスを提供するた

め、「ヹㄆについて分かりやすく丁寧にご説

明する」、「来所相談や電話でのお問いㄊわせ

には迅速にお答えする」、「お待たせ時間の短

縮に努める」、「お客様のご意見々ご要望を積

極的にサービス改善につなげる」、「迅速な対

応により、正しく確実に、できるだけ早くヹ

ㄆをお届けする」、「お誕生ㄌの『ねんきん定

期便』の送付を始め、ヹㄆ情報提供サービス

を充実する」、「お客様の情報をしっかり管理

する」など、お客様サービスの基ー方針とし

て『お客様へのお約束 10か条』を掲げ、職

員全員がその実現に努めています。

３ ヷーヹㄆ機構におけるお客様サービスの基ー方針 



 

 

 

 

４ 国民年金の保険料免除 


